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より強固な金融システムの構築に向けた施策 
 

 

１．不良債権処理の促進 

○ 不良債権処理の促進のため、現在、主要行の破綻懸念先以下の債権

（新規発生分）について、３年以内にオフバランス化につながる措置を講ず

るとの期限を設定している。 

○ この枠組みの中で、オフバランス化を一層加速するため、具体的な処理

目標として、原則１年以内に５割、２年以内にその大宗（８割目途）について

所要の措置を講ずるよう要請する。 

○ 上記処理目標を確実に実現するため、信託を含むＲＣＣの機能を積極

的に活用するよう要請する。 

 

２．主要銀行グループ通年・専担検査の導入 

○ 主要銀行グループ別に検査部門を再編成し、各部門が１年を通じて同一

グループ内の金融機関を継続的かつ専担的に検査し、実質常駐検査体制

とすることにより、検査の実効性・効率性を高める。 

○ 内部監査体制等について重点的に検証するため、民間の専門家を登用

した専門班が各グループを横断的に検査する。 
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３．金融機関の合併促進 

○ 今後の我が国金融システムをより強固なものとするため、その担い手で

ある金融機関について、収益性の改善等により経営基盤を一層強化する

とともに中小企業金融の円滑化を図るため、主として地域金融機関を念頭

において、合併促進を中心とした施策を早急に検討する。 


